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�愛媛県告示第１４３５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４３６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１４３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。
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� 目 次 �
告 示

○ 医療機関の指定……………………………………………………………１０９０

○ 指定医療機関の廃止の届出………………………………………………１０９０

○ 施術機関の指定……………………………………………………………１０９０

○ 介護機関（居宅介護事業者）の指定……………………………………１０９０

○ 介護機関（介護予防事業者）の指定……………………………………１０９１

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の変更………………………………１０９１

○ 指定介護機関（居宅介護支援事業者）の変更…………………………１０９２

○ 指定介護機関（介護予防事業者）の変更………………………………１０９２

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の変更………………………………１０９３

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の変更………………………………１０９３

○ 指定介護機関（介護予防事業者）の変更………………………………１０９４

○ 指定自立支援医療機関の指定……………………………………………１０９４

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（２件）………………………１０９４

○ 水防警報を行う河川の指定………………………………………………１０９５

○ 公有水面埋立免許…………………………………………………………１０９５

○ 都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧（２件）……………………１０９６

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可

申請の概要…………………………………………………………………１０９６

○ 新たな土地改良事業の施行の関係書類の縦覧（４件）………………１０９８

○ 道路の供用開始（県道弓削循環線）……………………………………１０９９

○ 道路の区域変更（県道松山東部環状線）………………………………１０９９

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………１１００

○ 道路の区域変更（県道上尾峠久万線）…………………………………１１００

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………１１００

○ 道路の区域変更（県道玉津港線）………………………………………１１００

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………１１００

○ 町営土地改良事業の施行の同意（２件）………………………………１１０１

○ 道路の区域変更（県道長浜中村線）……………………………………１１０１

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………１１０１

○ 道路の区域変更（県道瀬田八多喜停車場線）…………………………１１０１

○ 道路の供用開始（国道４４１号）…………………………………………１１０１

○ 道路の供用開始（県道猿鳴平城線）……………………………………１１０２

○ 落札者等の告示（２件）…………………………………………………１１０２

選挙管理委員会告示

○ 政治団体の設立の届出……………………………………………………１１０２

○ 政治団体の届出事項の異動の届出………………………………………１１０３

○ 政治団体の解散の届出……………………………………………………１１０４

○ 資金管理団体の届出………………………………………………………１１０４

○ 資金管理団体の解散の届出………………………………………………１１０５

労働委員会告示

○ あっせん員候補者の公示…………………………………………………１１０５

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する
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告 示

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

こもだ歯科医院 医療法人
尚 歯 会

四国中央市妻鳥町１０２５－
１

平成２０年
７月１日

かとうクリニッ
ク

医療法人
かとうクリニッ
ク

新居浜市船木甲４３２２番地
２

平成２０年
７月２２日

しみず歯科医院 清 水 禎 明 西予市宇和町卯之町４－
４０５

平成２０年
８月１日

ア タ ゴ 薬 局
株式会社
メディック・ユ
ー

宇和島市広小路１－４３ 平成２０年
９月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

かとうクリニッ
ク

医療法人
かとうクリニッ
ク

新居浜市船木甲２５８２番地
２

平成２０年
７月２２日

しみず歯科医院 清 水 虔七郎 西予市宇和町卯之町４－
４０５

平成２０年
８月１日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

レイス治療院 田 窪 哲 郎 今治市常盤町七丁目５番
３７号

平成２０年
６月２５日

御 荘 整 骨 院 中 川 英 明 南宇和郡愛南町御荘平城
２９７５

平成２０年
９月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２００６号 平成２０年１０月１０日

平成２０年１０月１０日金曜日 第２００６号

愛 媛 県 報

１０９０
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平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の名称が次のように変更され

た。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

柳 田 一 八幡浜市江戸岡一丁目７番１０
号 柳田脳神経外科 八幡浜市江戸岡一丁目７番１０

号 平成２０年８月１日

よつばメディカルサービス株
式会社 八幡浜市江戸岡一丁目７－１５ よつば薬局駅前西通店 八幡浜市江戸岡一丁目７－１５ 平成２０年８月１日

社会福祉法人エンゼル 伊予郡松前町北川原３３番地１ グループホーム玉泉 伊予郡松前町北川原３３番地１ 平成２０年７月２８日

社会福祉法人エンゼル 伊予郡松前町北川原３３番地１ デイサービスセンターこだま 伊予郡松前町大間３１４番地 平成２０年８月２６日

株式会社堂崎 宇和島市石応１３１２番地 ヘルパーあさがお 宇和島市石応１３１２番地 平成２０年９月１８日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

柳 田 一 八幡浜市江戸岡一丁目７番１０
号 柳田脳神経外科 八幡浜市江戸岡一丁目７番１０

号 平成２０年８月１日

よつばメディカルサービス株
式会社 八幡浜市江戸岡一丁目７－１５ よつば薬局駅前西通店 八幡浜市江戸岡一丁目７－１５ 平成２０年８月１日

社会福祉法人エンゼル 伊予郡松前町北川原３３番地１ グループホーム玉泉 伊予郡松前町北川原３３番地１ 平成２０年７月２８日

社会福祉法人エンゼル 伊予郡松前町北川原３３番地１ デイサービスセンターこだま 伊予郡松前町大間３１４番地 平成２０年８月２６日

有限会社さわやか 今治市天保山町五丁目１番２９
号 有限会社さわやか 今治市天保山町五丁目１－２９ 平成２０年８月１日

有限会社武吉 今治市横田町一丁目６番３号 武吉ホームヘルプサービス東
予 西条市周布３４８－８－２階 平成２０年９月１日

株式会社堂崎 宇和島市石応１３１２番地 ヘルパーあさがお 宇和島市石応１３１２番地 平成２０年９月１８日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会 西予市宇和町久枝甲１４３４番地

１ 多田あんしんの家 西予市宇和町伊延東８１－１ 平成２０年７月１６日

愛 媛 県 報平成２０年１０月１０日 第２００６号

１０９１
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�愛媛県告示第１４４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の名称が次のように変更

された。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の名称が次のように変更され

た。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１

短期入所生活介護事業所松葉
寮 西予市宇和町久枝甲１４３４－１ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１ 石城あんしんの家れんげ 西予市宇和町山田１８６３－１ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１

福祉の里デイサービスセンタ
ー 西予市宇和町久枝甲１４４２－１ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１ デイサービスセンター皆楽園 西予市三瓶町皆江２５９８－１ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１

基準該当短期入所生活介護事
業所あんしんの家 西予市宇和町新城１０７２ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１ あんしんの家 西予市宇和町新城１０７２ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１ 游の里デイサービスセンター 西予市宇和町明間６１２５ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１ 居宅介護支援事業所松葉寮 西予市宇和町久枝甲１４３４－１ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１ 多田あんしんの家 西予市宇和町伊延東８１－１ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

愛 媛 県 報平成２０年１０月１０日 第２００６号

１０９２
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�愛媛県告示第１４４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所の所在地が次

のように変更された。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所の所在地並び

に居宅介護事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１

短期入所生活介護事業所松葉
寮 西予市宇和町久枝甲１４３４－１ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１ 石城あんしんの家れんげ 西予市宇和町山田１８６３－１ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１

福祉の里デイサービスセンタ
ー 西予市宇和町久枝甲１４４２－１ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１ デイサービスセンター皆楽園 西予市三瓶町皆江２５９８－１ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１

基準該当短期入所生活介護事
業所あんしんの家 西予市宇和町新城１０７２ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１ あんしんの家 西予市宇和町新城１０７２ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

（変更後）
社会福祉法人西予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１ 游の里デイサービスセンター 西予市宇和町明間６１２５ 平成２０年７月１６日

（変更前）
社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

セントケア愛媛株式会社

（変更後）
松山市馬木町２１６７番地

セントケア西条朔日市 西条市朔日市７８－７ 平成２０年６月１日
（変更前）
松山市古川南二丁目７番２７号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ライズ

（変更後）
宇和島市別当二丁目４番１号

ヘルパーステーションこころ

（変更後）
宇和島市別当二丁目４番１号

平成２０年６月１６日
（変更前）
宇和島市佐伯町一丁目１番１３
号

（変更前）
宇和島市佐伯町一丁目１番１３
号

愛 媛 県 報平成２０年１０月１０日 第２００６号
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�愛媛県告示第１４４５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の主たる事務所の所在地並び

に介護予防事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに東温市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

レスパス・シティ 東温市見奈良１１２５番
地

大規模小売店舗を設置する者
の名称

有限会社レスパスコ
ーポレーション

株式会社レスパスコ
ーポレーション

平成１９年
８月１日

平成２０年
９月２５日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジほか２３
者

株式会社フジほか１９
者

平成２０年
９月１日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに東温市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ライズ

（変更後）
宇和島市別当二丁目４番１号

ヘルパーステーションこころ

（変更後）
宇和島市別当二丁目４番１号

平成２０年６月１６日
（変更前）
宇和島市佐伯町一丁目１番１３
号

（変更前）
宇和島市佐伯町一丁目１番１３
号

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

宮内メンタルクリニック 四国中央市金生町山田井乙１７番地１ 宮内 昭二 精神通院医療 平成２０年
１０月１日

あんず薬局 宇和島市桜町２－５２ 株式会社メディック・ユー 精神通院医療
（薬局）

平成２０年
９月１日

レデイ薬局新居浜西店 新居浜市中萩町４－４４ 株式会社レデイ薬局 精神通院医療
（薬局）

平成２０年
９月１日

ハッピー薬局朝生田店 松山市朝生田町一丁目４番１４号 株式会社ハッピーファーマシー 精神通院医療
（薬局）

平成２０年
１０月１日

しまなみ薬局 今治市北日吉町一丁目１４－７ 株式会社アガスト 精神通院医療
（薬局）

平成２０年
１０月１日

コスモス薬局山田井店 四国中央市金生町山田井乙１７番地４ 有限会社ネオファルマー 精神通院医療
（薬局）

平成２０年
１０月１日

愛 媛 県 報平成２０年１０月１０日 第２００６号
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�愛媛県告示第１４４９号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１６条第１項の規定により、愛

媛県知事が水防警報を行う河川を次のとおり指定し、水防警報を行

う河川及び海岸の指定（昭和３１年８月愛媛県告示第４８８号）は、廃

止する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４５０号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定によ

り、次のように埋立てを免許した。

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１４４８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに砥部町役場において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

リバーサイドショッピン
グセンター

伊予郡砥部町拾町２０
番 外

大規模小売店舗を設置する者
の名称及び住所

有限会社レスパスコ
ーポレーション
伊予郡砥部町拾町２０
番地

株式会社レスパスコ
ーポレーション
東温市見奈良１１１０番
地

平成１９年
８月１日
ほか

平成２０年
９月２５日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社セブンスタ
ーほか１０者

株式会社セブンスタ
ーほか１０者

平成１９年
８月１日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに砥部町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

水系名 河川名 区 間

国 領 川 国 領 川 左岸 新居浜市角野新田町三丁目（新田橋）
から
新居浜市新須賀町四丁目（新高橋）

まで
右岸 新居浜市角野新田町三丁目（新田橋）

から
新居浜市南小松原町（新高橋）まで

加 茂 川 加 茂 川 左岸 西条市中野字釜之口甲１３０４番３地先
から
海まで

右岸 西条市福武字八堂乙２番１地先から
海まで

中 山 川 中 山 川 左岸 西条市丹原町来見（乗越橋）から
海まで

右岸 西条市丹原町湯谷口（乗越橋）から
海まで

蒼 社 川 蒼 社 川 左岸 今治市玉川町法界寺（永代橋上流３
００メートル）から
海まで

右岸 今治市玉川町中村（永代橋上流３００
メートル）から
海まで

重 信 川 石 手 川 左岸 松山市東野一丁目（遍路橋）から
松山市朝生田町四丁目９９５番２地先

まで
右岸 松山市石手三丁目（遍路橋）から

松山市和泉北一丁目１０９６番地先まで

肱 川 肱 川 左岸 西予市宇和町大江（大江橋）から
西予市宇和町皆田（皆田橋）まで

右岸 西予市宇和町大江（大江橋）から
西予市宇和町皆田（下宇和橋）まで

須 賀 川 須 賀 川 左岸 宇和島市柿原（須賀川ダム下流９０メ
ートル）から
海まで

右岸 宇和島市柿原（須賀川ダム下流９０メ
ートル）から
海まで

愛 媛 県 報平成２０年１０月１０日 第２００６号
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平成２０年１０月１０日

伯方港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 今治市長 越智忍

今治市大西町脇甲１０３２番地１

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

今治市伯方町木浦字足奈波乙５０９番、乙５１０番、乙５１１番、

乙５１７番、乙５１８番、乙５１８番２及び乙５２０番１の地先公有

水面

イ 区域

次の１点から５点までを順次直線で結んだ線並びに５点と

１点を結ぶ平成１９年の春分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．７１メート

ル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（今治市伯方町大字木浦字高丸乙５９２番地の５７、国土

地理院「高丸山」四等三角点）は、北緯３４度１１分５０．６９１０秒、

東経１３３度０７分２０．０１３５秒の地点

１点は、基点から真北５度１６分２９秒４８６．２１メートルの地点

２点は、１点から真北１６６度３７分４５秒１２０．００メートルの地

点

３点は、２点から真北２５６度３７分４４秒６０．２４メートルの地

点

４点は、３点から真北１６６度３５分４７秒０．４８メートルの地点

５点は、４点から真北２５６度３７分４０秒１９．２５メートルの地

点

ウ 面積

９，６００．４２平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

今治市伯方町木浦字足奈波乙５０８番、乙５０９番、乙５１０番、

乙５１１番、乙５１７番、乙５１８番、乙５１８番２、乙５２０番１及

び乙５２８番１の地内及び同地先公有水面

イ 区域

次のＡ点からＨ点までを順次直線で結んだ線及びＨ点とＡ

点を結んだ線により囲まれた区域

基点（今治市伯方町大字木浦字高丸乙５９２番地の５７、国土

地理院「高丸山」四等三角点）は、北緯３４度１１分５０．６９１０秒、

東経１３３度０７分２０．０１３５秒の地点

Ａ点は、基点から真北３５３度２７分４７秒４６５．８７メートルの地

点

Ｂ点は、Ａ点から真北７４度５０分０４秒１００．０６メートルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北３４６度１６分２１秒４５．０１メートルの地

点

Ｄ点は、Ｃ点から真北７４度５０分０４秒１００．３３メートルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１６６度３７分４５秒２２３．６４メートルの地

点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２５６度３７分４４秒１６６．８４メートルの地

点

Ｇ点は、Ｆ点から真北３２７度１９分４５秒１６．２５メートルの地

点

Ｈ点は、Ｇ点から真北２５４度３５分０３秒２２．１８メートルの地

点

ウ 面積

３８，７０８．４９平方メートル

３ 埋立地の用途

輸送用機械器具製造業用地

４ 埋立免許年月日

平成２０年１０月１０日

�������
�愛媛県告示第１４５１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、東予広域都市計画用途地域

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４５２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、東予広域都市計画特定用途

制限地域の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公

衆の縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４５３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県西条保健所長 竹之内 直 人

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 家守伸正

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設に関する事項

� 圧搾式フィルタープレス �１１

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第２７号 イろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積１９．１平方メートル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後約２ヶ月

愛 媛 県 報平成２０年１０月１０日 第２００６号
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� 除害塔（Ｍ１）

� 冷却塔（�１、�２）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� アンモニア回収施設

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ヌ廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり１００ノルマル立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後約２ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２～５

最大 ２～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８２，０００

最大 ８２，０００

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８，０００

最大 ８，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６３

最大 ７０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １１

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ヌ廃ガス洗浄施設
（２基）

特 定 施 設 の 能 力 １基１分間当たり７０ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後約２ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～９

最大 ７～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

１基当たり
通常 ０．１

最大 ０．２

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 ｐＨ調整及び蒸留回収

処 理 施 設 の 構 造 ポリエチレン製及びステンレス製他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１８メートル 横２１メートル
高さ１５メートル 他

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６００立方メートル処理
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� �５汚水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

�������
�愛媛県告示第１４５４号
四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・大地地区）の施行は、

適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８

条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のと

おり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・大地

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ調整及び蒸留回収

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １

最大 １

通常 １

最大 １

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

通常 １０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

通常 ２１

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４７０

最大 ５２３

通常 ４７０

最大 ５２３

注意 汚水は、�５汚水処理施設で処理する。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後約２ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理及び化学処理

処 理 施 設 の 型 式 ろ過及び中和

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１０メートル 横２１メートル
高さ５．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ろ過及び中和

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １

最大 １

通常 １

最大 １

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ５０

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９

最大 ３０

通常 １９

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５１５

最大 ５７３

通常 ５１５

最大 ５７３

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．７

最大 ７．１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３．７

最大 １８．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１８

最大 １．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，９４８

最大 ３，５１１

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。
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地区）計画書の写し

� 四国中央市土居町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２０年１０月１４日から１１月１１日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所土居支所

�������
�愛媛県告示第１４５５号
四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・原井手下地区）

の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第

１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

原井手下地区）計画書の写し

� 四国中央市土居町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２０年１０月１４日から１１月１１日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所土居支所

�������
�愛媛県告示第１４５６号
四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・原中地区）の

施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、

次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

原中地区）計画書の写し

� 四国中央市土居町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２０年１０月１４日から１１月１１日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所土居支所

�������
�愛媛県告示第１４５７号
四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・大地地区）の

施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、

次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

大地地区）計画書の写し

� 四国中央市土居町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２０年１０月１４日から１１月１１日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所土居支所

�愛媛県告示第１４５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 弓削循環線
越智郡上島町弓削引野１３６番から

同郡上島町弓削引野１２３番まで
平成２０年１０月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山東部環状線
松山市船ヶ谷町２３２番４から

同市安城寺町７１２番６まで

旧 ６．２～１３．０ ０．２３０

新 ６．３～１３．８ ０．２３０
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�愛媛県告示第１４６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市船ヶ谷町２３２番４から

同市安城寺町７１２番６まで
平成２０年１０月１０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上尾峠久万線
伊予郡砥部町満穂８８６番から

同町満穂８８９番２まで
平成２０年１０月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上尾峠久万線
伊予郡砥部町満穂８８６番から

同町満穂８８９番２まで

旧 ４．８～８．４ ０．０９０

新 ２２．８～５０．０ ０．０８０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 玉津港線
宇和島市吉田町立間字小名２番耕地１６４６番４から

同町立間字雪森２番耕地１７９０番６まで

旧 ４．０～１１．０ ０．７８４

新 ５．０～５３．５
１１．０～５３．５

０．６７１
０．５４０

愛 媛 県 報平成２０年１０月１０日 第２００６号
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�愛媛県告示第１４６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（農道）・宮の下地区）の施行に平成２０年９月３０日同意し

た。

平成２０年１０月１０日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

�������
�愛媛県告示第１４６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（農道）・ノマズ地区）の施行に平成２０年９月３０日同意し

た。

平成２０年１０月１０日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

�愛媛県告示第１４６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 玉津港線
宇和島市吉田町立間字小名２番耕地１６４６番４から

同町立間字雪森２番耕地１７８３番３まで
平成２０年１０月１０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線 大洲市八多喜町甲２９８７番２ 平成２０年１０月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線 大洲市八多喜町甲２９８７番２

旧 ４．８～７．２ ０．０４４

新 ８．８～１１．８ ０．０４４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 瀬田八多喜停車場線
大洲市八多喜町甲５０１番３地先から

同市八多喜町甲２３８番１４地先まで

旧 ４．０～２０．４
９．６～２７．０

０．１４３
０．１４２

新 ９．６～２７．０ ０．１４２

愛 媛 県 報平成２０年１０月１０日 第２００６号
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選挙管理委員会告示

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７２号
次のとおり落札者を決定した。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７３号
次のとおり落札者を決定した。

平成２０年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県選挙管理委員会告示第４６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２０年１０月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

国 道 ４４１号
大洲市松尾７０７番１１から

同市松尾８７０番３まで
平成２０年１０月１０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猿鳴平城線
南宇和郡愛南町防城成川８３番８から

同町防城成川７７番１まで
平成２０年１０月１１日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

捜査画像情報システム一式の借上げ
愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２０年９月１２日
ＮＥＣリース株式会社
四国支店
香川県高松市中野町２９
番２号

１，３８３，７９５円
（月額） 一般競争入札 平成２０年８月１日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

通信機器一式の借上げ
愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２０年９月１２日
西日本電信電話株式会
社愛媛支店
松山市一番町四丁目３
番地

１，００３，２７５円
（月額） 一般競争入札 平成２０年８月１日

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

伊賀功後援会 大 西 喜 良 伊 賀 正 東温市西岡２０６ 平成２０年７月１５日

谷内開後援会 谷 内 開 谷 内 和 代 四国中央市金生町山田井乙５７７－４ 平成２０年７月１８日

浜田高嘉後援会 濱 田 高 嘉 濱 田 高 嘉 越智郡上島町弓削太田１８０ 平成２０年８月８日

愛 媛 県 報平成２０年１０月１０日 第２００６号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第４７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２０年１０月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

さわやか新居浜市民の会 天 野 征 郎 秦 憲 司 新居浜市一宮町二丁目６－３ 平成２０年８月１２日

長野文彦後援会 天 野 征 郎 秦 憲 司 新居浜市一宮町二丁目６－３ 平成２０年８月１２日

重松真司後援会 重 松 一 也 重 松 万規子 今治市片原町一丁目１－２７ 平成２０年８月２９日

越智けいろう後援会 曽我部 弘 志 本 田 典 彦 西条市福武甲２４７ 平成２０年９月４日

三谷つぎむ後援会 石 川 正 一 石 川 勝 正 四国中央市三島宮川三丁目３－２５ 平成２０年９月１０日

高橋章哲後援会 真 鍋 知 巳 � 橋 充 代 西条市大町１０１９－８ 平成２０年９月１９日

永江孝子後援会 永 江 孝 子 永 江 弘 喜 松山市喜与町一丁目５－４ 平成２０年９月２２日

民主党愛媛県第１区総支部 永 江 孝 子 永 江 弘 喜 松山市喜与町一丁目５－４ 平成２０年９月２９日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

自由民主党朝倉支部 主たる事務所の所在地 今治市朝倉南甲３０１－１ 今治市朝倉上甲６２０－２ 平成２０年７月２日 政党の支部

代 表 者 仙 波 忠 雄 曽我部 正 治

会 計 責 任 者 河 上 勉 曽我部 光

自由民主党愛媛県防衛協
賛支部 代 表 者 寺 岡 陸 雄 嶋 岡 數 義 平成２０年７月８日 政党の支部

会 計 責 任 者 木 下 真由美 寺 岡 陸 雄

自由民主党愛媛県傷痍軍
人会支部 主たる事務所の所在地 松山市歩行町２－１－１２ 松山市安城寺町１２３－６ 平成２０年７月１０日 政党の支部

会 計 責 任 者 高 田 英 夫 大 泉 武 夫

自由民主党愛媛県ときわ
会支部 代 表 者 田 邉 享 二 湯 浅 計 次 平成２０年７月１０日 政党の支部

元気えひめの会 会 計 責 任 者 菅 田 治 大 亀 文 夫 平成２０年７月１０日

自由民主党久万支部 主たる事務所の所在地 上浮穴郡久万高原町露峰甲１９００－
１ 上浮穴郡久万高原町入野５１７ 平成２０年７月１５日 政党の支部

代 表 者 恩 地 繁 田 村 友 信

政治結社学塾 主たる事務所の所在地 宇和島市光満字石神６６ 宇和島市和霊町西通一区１２２７－３ 平成２０年７月１７日

代 表 者 桜 木 誠 一 青 木 正

自由民主党松山支部連合
会 代 表 者 池 本 俊 英 川 本 光 明 平成２０年７月１８日 政党の支部

会 計 責 任 者 砂 野 哲 彦 森 岡 功

自由民主党松野支部 主たる事務所の所在地 北宇和郡松野町松丸２７７－１ 北宇和郡松野町松丸３５８ 平成２０年７月２８日 政党の支部

愛 媛 県 報平成２０年１０月１０日 第２００６号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第４８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２０年１０月１０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第４９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

平成２０年１０月１０日

代 表 者 山 本 胸三郎 山 口 尊

自由民主党美川支部 主たる事務所の所在地 上浮穴郡久万高原町上黒岩２３１７ 上浮穴郡久万高原町東川１３０ 平成２０年７月２８日 政党の支部

代 表 者 菅 民 重 高 橋 末 廣

会 計 責 任 者 高 橋 末 廣 桑 村 隆

上村俊之後援会 代 表 者 貴 田 勉 川 野 光 康 平成２０年７月２８日

西条一心の会 主たる事務所の所在地 西条市丹原町高松甲１３５１－１ 松山市湊町六丁目６－２ 平成２０年７月２８日

愛媛県日本共産党後援会 会 計 責 任 者 西 井 直 人 山 内 淳 正 平成２０年７月３０日

愛媛県商工連盟連合会四
国中央支部 政 治 団 体 の 名 称 愛媛県商工連盟連合会四国中央支

部
愛媛県商工連盟連合会伊予三島支
部 平成２０年８月５日

主たる事務所の所在地 四国中央市金生町下分８６５ 四国中央市三島宮川４－６－５５

藤原秀博後援会 主たる事務所の所在地 今治市朝倉北甲１３９－５ 今治市古谷甲７６１ 平成２０年８月７日

安井浩二後援会 代 表 者 � 見 和 政 中 川 友 忠 平成２０年８月１１日

会 計 責 任 者 安 井 郁 子 � 見 和 政

明日の宇和島を考える会 主たる事務所の所在地 宇和島市別当二丁目４－５ 宇和島市野川甲１２３７ 平成２０年８月１２日

自由民主党愛媛県宅建支
部 会 計 責 任 者 � 橋 久 直 高須賀 紀 正 平成２０年８月１８日 政党の支部

村上常雄後援会 代 表 者 清 水 関 弘 松 本 武 平成２０年８月１８日

桜内ふみき後援会 政 治 団 体 の 名 称 桜内ふみき後援会 桜内文城後援会 平成２０年９月１７日

主たる事務所の所在地 宇和島市恵美須町一丁目６－１０ 宇和島市保手五丁目７－１５

自由民主党愛媛県松山市
第二十支部 会 計 責 任 者 伊與田 雅 人 河 上 隆 人 平成２０年９月２５日 政党の支部

新産業経済研究会 会 計 責 任 者 伊與田 雅 人 河 上 隆 人 平成２０年９月２５日

岡 野 辰 哉 後 援 会 岡 野 辰 哉 平成１９年１２月３１日

ま ん 中 に 市 民 の い る 会 依 光 幹 夫 平成２０年４月１５日

高 橋 剛 後 援 会 本 岡 昭 平成２０年６月２３日

高 橋 剛 を 応 援 す る 会 高 橋 剛 平成２０年６月２３日

川 野 ゆ き お 後 援 会 正 岡 勇 平成２０年６月３０日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

池 田 弥 三 男 後 援 会 池 田 弥三男 平成１９年１２月３１日

愛 媛 県 報平成２０年１０月１０日 第２００６号
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労働委員会告示

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第５０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体の解散の届出があった。

平成２０年１０月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県労働委員会告示第２号
労働委員会規則（昭和２４年中央労働委員会規則第１号）第６８条第１項の規定により、あっせん員候補者を次のとおり公示する。

平成２０年１０月１０日

愛媛県労働委員会

会 長 白 石 喜 �
愛媛県労働委員会あっせん員候補者名簿

届出をした者の
氏名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名

資金管理団体で
なくなった旨の
届出年月日

高 橋 剛 衆議院議員 高橋剛を応援する会 四国中央市川之江町井地山９８１－７ 高 橋 剛 平成２０年７月１日

岡 野 辰 哉 愛媛県議会議員 岡野辰哉後援会 伊予市宮下１６５３－３ 岡 野 辰 哉 平成２０年８月２７日

氏 名 現 職 又 は 地 位 委員経歴 委嘱年月日

白 石 喜 � 愛媛県労働委員会会長
弁護士 ２６～３８期 平成１９年８月２７日

山 下 泰 史 愛媛県労働委員会会長代理
弁護士 ３４～３８期 〃

宇都宮 純 一 愛媛県労働委員会委員
愛媛大学法文学部教授 ３５～３８期 〃

青 山 保 子 愛媛県労働委員会委員
社会保険労務士 ３６～３８期 〃

桐 木 陽 子 愛媛県労働委員会委員
松山東雲短期大学教授 ３７～３８期 〃

松 本 修 次 愛媛県労働委員会委員
全国一般労働組合愛媛地方本部特別執行委員 ３０～３８期 〃

木 原 忠 幸 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛会長 ３６～３８期 〃

安 藤 伸 子
愛媛県労働委員会委員
連合愛媛中予地域協議会副事務局長
連合愛媛書記局次長

３７～３８期 〃

徳 永 洋 典
愛媛県労働委員会委員
連合愛媛副会長
交通労連四国地方総支部四国西濃運輸労働組合執行委員長

３７～３８期 〃

田 中 圭 子 愛媛県労働委員会委員
ＪＡＭ四国愛媛地区協議会副事務局長 ３８期 〃

� � 了 愛媛県労働委員会委員
宇和島自動車株式会社代表取締役社長 ３７～３８期 〃

仙 波 誉 子 愛媛県労働委員会委員
株式会社岩本商会代表取締役社長 ３７～３８期 〃

岡 田 忠 愛媛県労働委員会委員
愛媛県経営者協会専務理事 ３８期 〃

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名 届 出 年 月 日

谷 内 開 四国中央市議会議員 谷内開後援会 四国中央市金生町山田井乙５７７－４ 谷 内 開 平成２０年７月１８日

永 江 孝 子 衆議院議員 永江孝子後援会 松山市喜与町一丁目５－４ 永 江 孝 子 平成２０年９月２２日
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黒 田 周 子 愛媛県労働委員会委員
今治コミュニティ放送株式会社代表取締役社長 ３８期 平成１９年８月２７日

今 井 基 博 愛媛県労働委員会委員
住友共同電力株式会社総務部長 ３８期 〃

新 村 利 秋 全日本海員組合愛媛支部長
旧四国船員地方労働委員会委員 － 平成２０年１０月１日

一 色 昭 造
石崎汽船株式会社代表取締役社長
愛媛県旅客船協会会長
旧四国船員地方労働委員会委員

－ 〃

増 本 基 愛媛県労働委員会事務局長 － 平成１９年４月１日

菊 地 久 男 愛媛県労働委員会事務局次長 － 〃

竹 本 岩 雄 愛媛県労働委員会事務局審査調整課長 － 平成２０年４月１日

平成２０年１０月１０日 発行
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